
プレイステーション施設利用に係る留意事項 

 
１ 施設利用に当たっての留意事項 

 

プレイステーションの利用再開に当たっては，新型コロナウイルスの感染防止を図る

ため，下記表の段階のとおり，段階的に再開します。 

利用エリアや内容，部屋の面積による利用人数を設ける等，対策を講じて施設の開園

を行います。必ず下記内容の確認をお願いします。 

 

国分寺市 

公共施設 

※１【段階】 

利用内容 利用時間 備考 

第１段階 

【6/3開始】 

 

屋外施設の利用開始 

〇消毒の時間を設けるため， 

入れ替え制で利用していた 

だきます。 

開園時間 

10時～17時 

①10時～11時30 

 消毒時間 

②13時～14時30分 

 消毒時間 

③15時～16時30分 

消毒時間 

利用人数 

 

50人 

第２段階 

【６月16日

開始】 

屋内施設の利用開始 

 〇消毒の時間を設けるため， 

入れ替え制で利用していた 

だきます。 

〇各室等の利用できる 

最大利用人数を設けています。 

開園時間 

10時～17時 

①10時～11時30 

 消毒時間 

②13時～14時30分 

 消毒時間 

③15時～16時30分 

消毒時間 

利用人数 

遊戯室 12人 

談話室 4人 

交流スペース 

3人 

ふれあい1･2 

    10人 

 

第３段階 

【６月16日

開始】 

屋内外の遊びの緩和 

接触の少ない遊び 可 

第４段階 

【７月１日

開始】 

屋内外の遊びの緩和 

火の使用 可 

利用人数が多い場合は入替

制とします。 

※利用人数 

制限有 

第５段階 
屋内外の遊びの制限 無 

飲食 可  

利用人数が多い場合は入替

制とします。  

※利用人数 

制限有 

※１は国分寺市公共施設全般の通常開館に向けたプロセスを【段階】として表記しています。 
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【第５段階の留意点】 

・ひろばのご利用人数は50人までとなります（当面の継続）。 

・各部屋の最大の利用人数は２ｍ定員（面積÷４㎡）とします。 

・下記の「感染リスクの高い活動」については，一定の制限のもと一部の活動を可とし

ます。  

・遊びの緩和は状況を見ながら判断します。 

 

「感染リスクの高い活動」 

基地づくり，木工作，水遊び（プール），飲食や火を使用した調理， etc 

※上記の「感染リスクの高い活動」以外にも，利用者同士の間隔を一定（２ｍを目安と

します）空けることが難しい，飛沫により感染する可能性が高い活動はご遠慮いただ

く可能性がありますので，予めご了承願います。 

 

 第４段階で一部可とする活動 

 〇木工作・基地づくり 

  工作台は３台とし，１台につき子ども２人までとします。 

  工具の使用前後に消毒又は手洗いを必要とします。 

  つくった基地に入る人数は１人までとします。 

 

 〇水遊び 

  水をためて，その中で行う遊びについては水を複数人で共有できません。 

  紙おむつを着用しての水遊びは不可とします。 

 

 〇火の体験 

  火を使用しての調理は不可とします。 

  ※地域と環境への配慮のほか，安全対策のため，現場での判断で中止する場合があ

ります。 

 

２ 施設利用前の留意事項 

① 来園前の検温について 

⇒来園前には必ず検温し，37.5度以上の発熱があった場合（又は平熱比１度超過）

や，発熱がない場合でも，息苦しさ（呼吸困難），強いだるさ，軽度であっても

咳・咽頭痛などの症状がある場合は，来園をご遠慮いただきます。 

 

② 海外への訪問歴について 

⇒過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合は，

来園をご遠慮いただきます。 

 

 



３ 施設利用時の留意事項 

① マスクの着用をお願いします。 

② 利用者同士の間隔を最低１m（できるだけ２mを目安に）空けて活動してくださ

い。 

③ 施設利用前と利用後は，手洗い・手指の消毒をお願いします。 

④ 水分補給以外の飲食は原則ご遠慮いただきます。但し，主治医より許可を得た方

等，特別な事情がある場合はこの限りではありません。 

⑤ 感染が疑われる事由が発生した場合，速やかに別室に待機していただきます。 

⑥ 感染が判明した際に，必要に応じて保健所等の公的機関に個人情報を提供する可

能性がありますので，利用者の氏名，連絡先（電話又はメールアドレス）等の個

票（プレイステーションの受付配布）を作成し，施設利用時に受付に提出をお願

いします。 

※個票については，日にちごとに封筒に入れ３週間厳重に保管し，保健所等に提供する

際には，社会教育課職員が日にちごとに開封することなく，封緘したまま提供しま

す。 


